
（厚生労働省資料） 

介護予防ケアマネジメント依頼届出書について 

 

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についての Q＆A  

【平成 27 年 1 月 9 日版】より抜粋 （P16 第 4 サービス利用の流れ） 

 

問 6  

 

介護予防ケアマネジメントの依頼は、利用者から市町村に届け出ることになっているが、

本人の代理として家族や地域包括支援センターから提出する際は、委任状が必要か。 

また、要介護から要支援に変わり、給付によるサービス利用から、事業によるサービス

利用に切り替わる際など、事業と給付の移行の度に、届出が必要か。 

 

 
 

回答  

 

１ 介護予防ケアマネジメントの依頼の届出については、委任状は必要なく、利用者本人 

が自書の上、家族や地域包括支援センターが代理で市町村に提出することは可能である。 

 

２ 介護給付から予防給付又は介護予防・生活支援サービス事業に移行する場合は、居宅 

介護支援事業者から地域包括支援センターへケアマネジメントの実施者を変更すること 

となるため、届出が必要である。 

 

３ なお、要支援者が、予防給付から介護予防・生活支援サービス事業へ移行する際は、

指定介護予防支援から介護予防ケアマネジメントへ移行することとなるが、この場合は、 

要支援者であることは変わらず、ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターも 

変わらないため、届出書の提出は省略することもできる。 

一方、要支援者から基本チェックリストによるサービス事業対象者に移行する場合は、 

介護予防ケアマネマネジメント依頼届出書によりサービス事業対象者として登録するた 

め、届出書の提出が必要である。 

 

 

担当：老健局振興課地域包括ケア推進係 

 
 


